	
（様式第２号）
令和　年　月　日

　高知市長　桑　名　龍　吾　様

住所
商号又は名称
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

参 加 資 格 要 件 確 認 書
　
　令和７年度高知市営住宅ＬＥＤ化推進業務委託（グループ　　　）について、次の資格要件を確認した結果、この資格要件を満たすことが事実であることに相違ありません。

	資格要件
	確認欄（※）

	地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項各号の規定に該当しない者
	□

	本市内に本社を有する者
	□

	次のいずれかの要件を満たす者であること。ただし、令和６・７年物件等競争入札参加資格及び令和６・７年度高知市建設工事競争入札参加資格を共に有する場合は、イの要件を満たす者に限る。
ア　本市の令和６・７年度物件等競争入札参加資格（営業種目コードが電気・通信用機器・精密機械等のうち、区分「家庭用電気機器」、「空調機器」、「電源・発電装置」のいずれか）を有し、かつ、次に掲げるグループの区分に応じて当該区分に示す金額（税込）以上の建築物（戸建住宅を除く）のＬＥＤ照明施設整備業務（LED電球、直管型LEDランプ、引掛シーリングローゼットに取り付ける照明器具は除く）の履行実績を有する者であること。
	・令和７年度高知市営住宅ＬＥＤ化推進業務委託（グループ１）　：　1,000万円

	・令和７年度高知市営住宅ＬＥＤ化推進業務委託（グループ２）　：　800万円

	・令和７年度高知市営住宅ＬＥＤ化推進業務委託（グループ３）　：　400万円

	・令和７年度高知市営住宅ＬＥＤ化推進業務委託（グループ４）　：　300万円

	・令和７年度高知市営住宅ＬＥＤ化推進業務委託（グループ５）　：　100万円


イ　本市の令和６・７年度高知市建設工事競争入札参加資格（工種：電気）を有する者で、かつ、次に掲げるグループの区分に応じて当該区分に定めるランク（本市が発注する電気工事の入札参加に係るランクをいう。）であること。
	・令和７年度高知市営住宅ＬＥＤ化推進業務委託（グループ１）　：　Ａ、Ｂ（ただし、Ｂ級については、公告日時点の格付けにかかる経営規模等評価結果通知書・総合評価値通知書における電気工事の２年（又は３年）平均完成工事高2,900万円以上）　　　

	・令和７年度高知市営住宅ＬＥＤ化推進業務委託（グループ２）　：　Ａ、Ｂ

	・令和７年度高知市営住宅ＬＥＤ化推進業務委託（グループ３）　：　Ｂ、Ｃ

	・令和７年度高知市営住宅ＬＥＤ化推進業務委託（グループ４）　：　Ｂ、Ｃ

	・令和７年度高知市営住宅ＬＥＤ化推進業務委託（グループ５）　：　Ｂ、Ｃ、Ｄ（た
だし、Ｄ級については、公告日時点の格付けにかかる経営規模等評価結果通知書・総合評価値通知書における電気工事の２年（又は３年）平均完成工事高400万円以上）



	
ア　□

イ　□


	以下の業務概要の各項目の全ての項目について、責任をもって対応することができる者
必ず仕様書を確認の上、右欄にチェックをすること。
	

	・　契約後速やかに全対象団地に対する現地調査を行い、団地ごとに使用器具提案書を作成し提出する。
	□

	・　本業務担当職員による確認を受けた使用器具提案書に基づき、照明器具等を調達する。
	□

	· 管理センター及び団地自治会等と作業予定等を調整の上、取替検討書を作成し本業務担当職員に提出する。
	□

	· 取替検討書に基づき、取替作業を行う。
	□

	・　団地ごとに完成図書を作成し、本市に提出する。
	□

	・　その他、仕様書に記載した内容の業務等を確実に遂行する。	
	□

	本業務に係る業務責任者を配置できる（資格及び専任性は求めない）。
	□

	本競争入札の公告日から本競争入札に係る契約の締結日までの間において、本市から指名停止又は指名回避の措置を受けている期間が存在しない者若しくは高知市競争入札指名停止措置要綱の対象となる事案に該当しない者
	□

	代表者又は役員等が、高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則（平成23年規則第28号）第４条各号のいずれかに該当しない者。契約の履行に係る業務の一部について、第三者に請け負わせる場合にあっても同様である。 
	□

	破産法（平成16 年法律第75号）第18条第１項若しくは第19条第１項若しくは第２項の規定に基づく破産手続開始の申立て、民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法（平成14年法律第154条）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても、民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者については、当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。
	□

	本競争入札（グループが異なる場合も含む。）に参加しようとする他の者との間に、次のいずれかに該当する関係がない者
ア　資本関係
資本関係とは、以下のいずれかの場合に該当する二者の関係をいう。
(ｱ)　子会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。）の関係にある場合
(ｲ)　親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
イ　人的関係
[bookmark: _GoBack]人的関係とは、以下のいずれかの場合に該当する二者の関係をいう。ただし、(ｱ)については、会社等（会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成11年法律第225号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成14年法律第154号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。以下同じ。）である場合を除く。
(ｱ)　一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
ａ　株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(a)　会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(b)　会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(c)　会社法第２条第15号に規定する社外取締役
(d)　会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
ｂ　会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
ｃ　会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。）
ｄ　組合の理事
ｅ　その他業務を執行する者であって、ａからｄまでに掲げる者に準ずる者
(ｲ)　一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第２項又は会社更生法第67条第１項の規定により選任された管財人（以下「管財人」という。）を現に兼ねている場合
(ｳ)　一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ　その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合
	□


　(※)　要件を満たすことを確認し、確認欄の□に「レ」点で必ずチェックしてください。
（※） 両面印刷の上、ご提出ください。


